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労働者等からの公益通報処理規程 

 

平成１８年３月２２日総合政策部長決裁 

令和 ４年６月 １日最終改正 

 

 （趣 旨） 

第１条 この処理規程（以下「規程」という。）は、公益通報者保護法（平成１６

年法律第１２２号。以下「法」という。）の施行に関し、労働者等からの公益通

報の処理について、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （定 義） 

第２条 この規程において「労働者等」とは、次の各号に掲げる者をいう。 

 (1) 通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者又は通報の日

前一年以内に当該労働者であった者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者又

は通報の日前一年以内に当該派遣労働者であった者、当該事業者と契約関係に

ある事業者（以下「取引先事業者」という。）の労働者又は通報の日前一年以

内に当該労働者であった者 

 (2) 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者の役員 

２  この規程において「公益通報」とは、法第２条第１項に規定する公益通報をい

う。 

３ この規程において「公益通報者」とは、公益通報を行った労働者等をいう。 

４ この規程において「通報対象事実」とは、法第２条第３項に規定する通報対象

事実のうち、知事が処分又は勧告等をする権限を有する事実をいう。 

 

 （公益通報の処理） 

第３条  労働者等からの公益通報を受け付け、公益通報に関連する相談に応じる窓

口（以下「通報窓口」という。）を、総務部に置く。 

２ 公益通報を処理する職員は、通報に関する秘密を漏らしてはならない。また、

自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。 

３ 通報窓口は、通報があったときは、公益通報者の氏名、連絡先（匿名による通

報の場合を除く。）及び通報の内容等を確認の上、外部通報受付票（別記様式

１）に記入する。また、公益通報者に対し、通報に関する秘密は保持されるこ

と、個人情報は保護されること及び通報受付後の手続きの流れ等を説明する。た

だし、公益通報者が説明を望まない場合、匿名による通報であるため説明が困難

である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない（以下、第４項

に規定する教示、第５項、第７項、第９項、第 11 項、第 13 項に規定する通知に

ついても同様とする）。 

４ 通報窓口は、公益通報者の通報内容となる事実について、知事が処分又は勧告
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等の権限を有しないときは、権限を有する行政機関を、公益通報者に対し、遅滞

なく教示する。 

５ 通報窓口は、通報を公益通報として受理したときは受理した旨を、受理しない

ときは受理しない旨又は情報提供として受け付ける旨を、公益通報者に対し、遅

滞なく通知する。 

６ 通報窓口は、受け付けた通報内容となる事実又は情報提供の内容に関する事務

を所掌する知事部局の各課所（以下「関係機関」という。）に対し、外部通報受

付票の写しその他の関係資料を提示の上、別記様式２により通知し、引き継ぎを

する。 

７ 関係機関は、調査を開始する旨及び処理に必要と見込まれる期間を、公益通報

者に対し、遅滞なく通知し、併せて別記様式３により通報窓口に報告する。 

８ 関係機関は、調査の実施に当たっては、公益通報者の秘密を守るため、公益通

報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められ

る方法で行う。 

９ 関係機関は、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプ

ライバシー等に配慮しつつ、調査中は、調査の進捗状況について、公益通報者に

対し、適宜通知するとともに、調査後は、調査結果を速やかに取りまとめ、公益

通報者に対し、遅滞なく通知する。 

10  関係機関は、別記様式４により、調査結果を通報窓口に報告する。 

11  関係機関は、通報の受理後において、当該関係機関ではなく、他の行政機関が

処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、権限を有する

行政機関を、公益通報者に対し、遅滞なく教示する。この場合において、関係機

関は、法執行上の問題がない範囲において、当該関係機関が作成した当該公益通

報に係る資料を公益通報者に提供する。 

12 関係機関は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに、法

令に基づく措置その他適切な措置（以下「措置」という。）をとる。 

13  関係機関は、前項でとった措置の内容を、適切な法執行の確保、利害関係人の

営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、公益通報者に対し、遅

滞なく通知する。 

14 関係機関は、当該機関が、直接受け付けた公益通報についても、第２項から前

項までの処理を行う。この場合において、第４項から第６項の通報窓口というの

は、関係機関と読替える。 

 

 （その他） 

第４条  関係機関及び職員は、公益通報について、他の行政機関その他公の機関か

ら調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力

を行う。 

２  関係機関は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する関係機
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関又は行政機関が複数ある場合においては、連携して調査を行い、又は措置をと

るなど、相互に緊密に連絡し協力する。 

 

    附 則 

 この規程は、平成１８年４月１日から適用する。 

    附 則 

 この規程は、平成２１年４月１日から適用する。（総務部長決裁） 

   附 則 

 この規程は、令和４年６月１日から適用する。（総務部長決裁） 
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別記様式１ 

外  部  通  報  受  付  票 

 

 

 受付番号  № 

受 付 日      年  月  日（ ）  時  分 受 付 者  

通報方法  電話・電子メール・郵便・その他（    ） 

通 報 者 氏  名   所  属      部    課（所・室） 

連絡先・ 

連絡方法 

  

通    報    内    容 

 １.内容を知った年月日      年  月  日（ ） 

 ２.法令違反行為の内容  

 

備 考 欄  

 

 

※１ 氏名、連絡先等は本人確認のため必ず記入すること。 

  ２  匿名の通報も受け付け、それぞれの欄（氏名、連絡先等）に明らかにしない旨（希望）を

記入すること。 

 ３  通報内容には、内容を知った経緯、内容を裏付ける資料の有無、他に内容を知っている人

の有無、上司等との話し合いの有無等について記載すること。  
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別記様式２ 

第     号 

年  月  日 

 

 

 〇〇〇〇〇〇 様 

 

 

総務部行政監察幹 

 

 

〇〇〇〇〇〇に関わる調査について（通知） 

 

 標記の件について、別添（外部通報受付票）のとおり公益通報がありましたので、

通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              担 当      

                              電 話      

  



- 6 - 

 

別記様式３ 

第     号 

年  月  日 

 

 

 総務部行政監察幹 様 

 

 

〇〇〇〇〇〇 

 

 

〇〇〇〇〇〇に関わる調査について（報告） 

 

 標記の件について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 調査開始日 

 

 

２  通報処理に必要と見込まれる期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              担 当      

                              電 話      
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別記様式４ 

第     号 

年  月  日 

 

 

 総務部行政監察幹 様 

 

 

〇〇〇〇〇〇 

 

 

〇〇〇〇〇〇に関わる調査結果について（報告） 

 

 標記の件について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              担 当      

                              電 話      

 


